


このまちは、









かき又はさくは、原則として生垣又は
これらに類するものにしてください。
敷地の緑化を目的とした空間の確保の
趣旨で、道路境界線から１ｍの範囲に
はフェンス、ブロック塀等の設置はで
きません。
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※岡崎市地区計画の区域内における建築物制限条例に定められています。

▲建築基準法で定められた高さ制限です。

地区計画区域内において、一定の行為を行う場合には、工事着手の30日前までに、岡崎市に届出が必要です。

● 届出が必要な行為とは

・建築物の建築または工作物の建設

・土地の区画形質の変更

・建築物等の用途の変更
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真伝地区計画区域内（C地区）は、龍北風致地区に該当するため、風致地区内行為許可が必要です。

真伝地区計画区域内は、岡崎真伝特定緑地協定が定められています。

　ただし、岡崎市風致地区内に
おける建築等の規制に関する条
例により以下の制限がある。


